
売買単価契約書

下記物件の売買について売払人 長崎県五島振興局長 入口 健治（以下「甲」という。）と買受人      

（以下「乙」という。）は、別添の条項により契約を締結する。

１．樹種、規格、単価等

※下記単価は消費税及び地方消費税を含む。

樹 種 規 格（m） 径 級（cm） 単 位 単 価 備 考

ヒノキ

3 16～ 1 ㎥ 円 直・小曲

4 16～ 1 ㎥ 円 直・小曲

上記規格以外※2 1 ㎥ 円 C 材

スギ※1

3 16～ 1 ㎥ 円 直・小曲

4 16～ 1 ㎥ 円 直・小曲

上記規格以外※2 1 ㎥ 円 C 材

※1 スギ材には、黒芯材を含む。

※2 矢高 5cm を超えるもの、形質不良、大きなキズ材等を含む。

２．物件名   7 県営林売第 1号 長崎県県営林産物売払（単価契約）【幾久山カシクリヤ団地】

３．契約期間  自 令和 7年 月 日

        至 令和 8年 2月 20 日

４．物件所在地 五島市 玉之浦町 幾久山カシクリヤ（別紙「販売計画表」のとおり）

５．契約保証金

本契約の証として本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自１通を保有する。

令和 7年 月  日

               売払人（甲）住 所 長崎県五島市福江町 7-1

氏 名 長崎県五島振興局長 入口 健治 ㊞

                 （Ｔ1800020002258 長崎県農林部林政課長崎県県営林特別会計 ）

               買受人（乙）住 所

                     氏 名                 ㊞



第１条 甲は、頭書の物件について別紙１「販売計画表」に基づき納入する。予定材積は、甲乙協議の

もとに変更することができる。

第２条 乙は、毎月末締めで受領した数量に契約単価を乗じた金額及びその金額に賦課される消費税及

び地方消費税の額を、甲が別途発行する納入通知書により、納入通知の日から 15 日以内に支払わな

ければならない。

第３条 甲は、乙が前条に定める代金の納付を遅延した場合は、その未納部分の代金に対し、遅延日数

に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256 号）第 8

条第 1 項に規定する財務大臣が決定する率（以下「財務大臣が決定する率」という。）で計算した額

の遅延利息を徴収する。

第４条 頭書の物件の所有権は、第２条に定める代金（前条に定める遅延利息を含む。）の納付後、甲

から乙に移転し、頭書の物件の引き渡しについても行ったものとする。

第５条 甲又は乙は、予定材積及び契約単価について、概ね３ヶ月ごとに、販売計画表を提示し、契約

単価変更の協議を申し込むことができる。

２ 甲又は乙は、前項の申し込みを受けた場合は、すみやかに協議に応じなければならない。

第６条 乙は、現地確認前に売払物件を処分しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければ

ならない。

第７条 頭書の物件の現地確認は、契約日から 15 日以内に頭書の物件所在地において双方立会の上行

うものとする。

２ 乙が確認に立会わず又は立会うことができないときは、甲が現地確認の通知をしたことにより確

認したものとする。

３ 乙は、前項までの規定により現地を確認したときは、甲に別紙２「現地確認書」を提出しなけれ

ばならない。

第８条 乙は、頭書の物件の現地確認後、搬出未済の物件を他人に譲渡しようとするときは、当該物件

について乙が甲に対して有する権利義務は、譲受人が継承する旨を記載した書面に乙と連署して、甲

に届けなければならない。

２ 前項の場合に乙は、譲渡人と連帯してその責に任ずるものとする。

３ 第１項の届け出がないときは、その譲渡をもって甲に対抗することができない。

第９条 頭書の物件の搬出期限は、令和 8年 2月 20 日までとする。

頭書の物件は、この期限までに県営林地外に搬出しなければならない。

２ 乙は、その責に帰すことができない事由により前項の搬出期間内に搬出を完了することができな

いときは、その理由を明示した書面により甲に搬出期間の延長変更を請求することができる。

３  物件の搬出は、現地確認後、随時可能とする。

４ 乙は、頭書の物件を受領したときは、月末締め毎に、甲に各団地の別紙３「産物受領書」を、受

領材積が確認できる証拠書類を添付して提出しなければならない。

第 10 条 乙の責に帰すべき事由により期間内に搬出を完了することができないときは、甲は、乙から

の書面による申し出により、遅延金を徴収することを条件に期限の延長を承認することができる。

２ 前項に規定する延滞金の額は、遅延日数に応じ、代金に対し契約締結日における財務大臣が決定

する率で計算した額とする。

３ 前項に規定する延滞金の納付は、甲が別途発行する納入通知書により指定された期日までに甲に

納付しなければならない。

第 11 条 乙は、各団地又は物件ごとに、物件の搬出が終了したときは、遅滞なく別紙４「搬出済届」

を甲に提出し、検査を受けなければならない。搬出済届を提出したとき又は搬出期間が満了したとき

は、搬出未済の物件は、甲に帰属する。

２ 甲は、搬出済届を受理したときは、その日から 10 日以内に搬出済跡地検査を行い、完了と認め



る場合は、別紙５「搬出完了確認書」により乙に通知するものとする。

第 12条 乙は売払物件の搬出にあたり、売払物件以外の立木又は林地若しくは甲の施設に損害を与え

たときは、直ちに甲に申し出てその指示に従い賠償の責を負うものとする。

  その行為が乙の使用人又は請負人の行為であっても同様とする。

２ 乙において伐採する必要がある場合は、当該支障木の処置につきあらかじめ書面により申し出て、

甲の指示を受けなければならない。

第 13条 乙は、前条第２項により甲の承認を受けた支障木については、甲の決定価格で買いとるもの

とする。

その他誤伐木に対しても同様とし、この場合甲は賠償金相当額を加算する。

第 14条 甲は、民法及び本契約の他の条項に関わらず、引き渡された物件の種類、品質又は数量に関

し、一切の担保責任を負わない。ただし、甲が知りながら通知しなかった事実については、この限り

ではない。

第 15条 本契約締結後において、甲の責に帰さない事故及び天災その他不可抗力によって頭書の物件

に損害若しくは異動又は隠された瑕疵があっても乙は、異議をのべないものとする。

第 16条 頭書の物件に関し、甲の責に帰すべき事由以外の事由により、第三者に損害を与えた場合は、

乙がその責を負うものとする。

第 17条 乙は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

１ 頭書の物件の搬出前に、物件の内容を確認し、誤って売払物件以外を搬出しないよう注意しなけ

ればならない。

２ 乙において物件搬出に際し搬出路開設等について県営林地を使用するときは、あらかじめ甲の承

認を受けなければならない。

３ 乙が設けた県営林地内の設備は、その使用を終わり又は契約を解除したときは、甲の指定した期

間内にこれを除去し、土地を原状に復しなければならない。

４ 乙が前項までの規定に違反して甲に損害をあたえたときは、乙はその賠償の責を負うものとする。

第 18条 乙は、甲から搬出済跡地検査に立会いを求められたときは、正当な理由がなければこれを拒

んではならない。

第 19条 甲は、必要があると認めたときは、乙と協議のうえ契約の変更又は履行の中止をすることが

できる。

第 20条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 乙が指定期限内に代金を納付しないとき。

(2) 乙に本契約に関する義務履行の意思がないと認められたとき。

２ 乙は前項の規定により契約が解除されたときは、代金の 100 分の 10 に相当する額を違約金とし

て甲の指定した期限までに納付しなければならない。

第 21条  乙が搬出に際し、県営林地外の施設（公道敷、公共施設のほか公共のものか否かを問わない）

を使用する場合、乙は使用に要するすべてを自らの責任をもって行うものとし、甲はその使用に際し

一切関知しない。

第 22条 甲は、乙が長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱（平成 22年 9月 13 日施行）

別表 1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められた場合、催告その他の手続きを要すること

なく、この契約を即時解除することができる。

２ 甲が、前項の規定により、この契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責

を負わない。

３ 第 1項の規定により契約が解除された場合は、乙は代金の 100 分の 10 に相当する額を違約金と

して甲に支払うものとする。



第 23 条 甲は、第４条の定めにより頭書の物件全ての所有権が甲から乙に移転した後、遅滞なく頭書

に定める契約保証金を乙に還付する。

２ この契約保証金は、代金が完納となるときに代金に充当することができる。

３ 甲が、第 20条第１項又は第 22条第１項の定めにより契約を解除した場合において、契約保証金

の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該保証金又は担保をもって同項

の違約金に充当することができる。

第 24条 この契約書に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、県営林産物売払規

則（昭和 41年長崎県規則第 30号）及び長崎県財務規則（昭和 39 年長崎県規則第 23 号）の定めると

ころによるものとし、この規則及びこの契約書に定めのない事項で約定する必要が生じたとき、又は

この契約に疑義が生じたときは、必要に応じて甲乙双方協議のうえ定める。


